
デイサービスにおける個別援助計画 (ケ アプラン)

―職員研修を通じたエンパヮーメントに向けて一

I は じめに

社会福祉基礎構造改革の先駆けとして導入された介護

保険制度のもと、介護サービス事業者は、改革理念の推

進に努めながら、質の高い介護サービスを提供すること

が求められている。契約によるサービス利用 F■l係 の構築

をはじめとし、事業者間の競争に対応 し、経営の効率化

や安定性の確保、事業運営の透明性や情報公開等、 これ

らは介護サービス事業者にとって必須の達成課題となっ

ている。

こうした背景のなかで個別援助計画の作成は、介護サー

ビス事業者が利用者に対 しどのような介護サービスを提

供するかを示す「メニュー表」にととまらず、介護の質

を客観的に評価するための一つのベースラインを表すも

のとなる。即ち、どのようなサービスを提供するかを説

明する責任とともに、実施 したサービスに対する結果貞

任を|り lら かにすることが求められている。さらに言えば、

実施 したサービスの効果性に対する評価研究を含め、介

護報酔‖請求の会計 11の 根拠を明確に示すことが、事業者

側に求められる。

介護サービス事業者は、介護支援専門員から照会され

た介護サービス計画を受け、そこで介護の基本方針や日

標、サービスの具体的内容について、利用者の希望を基

に、確認 。承諾を得ながら個別援助計画を作成する。個

別援助計画が効果的なものとなるためには、問題のアセ

スメントが的確になされ、それに基づいたサービスの実

施であること、そして実践が記録として書かれ、かつ見

直 しが為されるという一連の循環作業が前提となる。

Abraham et al(1989)は 、ケアプラン作成の意思決

定に媒介する要素として、事業所の設置形態、組織構造、

地域性の影響を明らかにしている1。 Austin(1987)も ま

た、クライエントの受けるサービスの種類と量を決定す
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るアセスメントは、組織の全体的過程の一部であるべき

だと考える2。
則]ち 、個別援助計画のアセスメントには、

組織間関係および組織内関係の影響が少なからずあると

考えられる。

勿論、介護サービスの「パッケージ」のみでは、在宅

の虚弱高齢者および介護する家族に対して十分な社会サー

ビスを提供 したとはいえない。介護保険制度とそれを利

用する人々との間で生じる機能不全や不適応は、ソーシャ

ルヮークが十分に機能することによって対応が図られる

べき問題といえる。いわゆる、高齢者とその家族に対 し

て直接的関係を用いて働きかけるミクロ0レ ベルの社会

福祉援助実践と、クライエント集団や関連する機関・組

織の運営管理、地域における社会施策、制度 。政策に働

きかけるメゾおよびマクロ。レベルの社会福祉援助実践

が同時併行的に展開する脈絡のなかで、社会サービスと

しての介護の提供が行われる必要がある。

本稿は、デイサービス職員の個別援助計画に対する意

識や態度と、その関連で言及される組織的な諸問題に関

する示唆を提示するものである。 これは、自己と組織の

変革を喚起する職員研修プログラムから生み出された副

産物でもある。

デイサービスにおける個別援助計画の現状把握を促す

問いかけと、利用者の処遇に何 らかの影響を与えている

組織の構造・脈絡に対する気付きを促す問いかけを示し、

それに対 して応答された自由記述回答の内容を分析 した

結果を中心に報告する。

この職員研修プログラムは、企画準備段階から主催者

である事業者組織の関係者と研修参加者を巻き込むかた

ちで行われた。併せて、実践者と研究者の連携のなかで

リサーチを進める必要性と可能性を示唆 し提示すること

ができればと考える。



Ⅱ.方法 と対象

1.データ収集方法

2000年 7月 にX県デイサービス協議会が主催する職員

研修の講師依頼を受けた。研修の目的は、個別援助計画

の技術向上がねらいであった。事業者組織の代表者によ

る趣旨説明を基に研修プログラムの企画を練るため、介

護サービス現場における個別援助計画の実態についてフィー

ル ド調査を実施 した。研修に参加する施設・機関の 3ケ

所を訪問 し、 5-6名 の現場職員にインタビューを行い、

個別援助計画に関する実態についての聞き取り調査を行っ

た。

訪問調査による実態把握から、職員研修が日常業務と

切り離された場ではなく、研修成果を現場に反映させる

ことができるようにするため、研修企画の準備段階から、

研修参加者を巻き込むかたちで研修プログラムを企画す

ることを提案 し、代表者を通 じ事業者組織での交渉を取

り付けた。

10月 の研修に向け、研修の場を通 じて個別援助計画の

取り組みを発表する参加者を数名募 り、準備にあたって

もらった。参加者は研修を主体的に展開する立場として、

研修の推進的役割を担い、職場で取 り組んでいる個別援

助計画作成の現状と実態を報告するよう準備を依頼 した。

また、グループ別の学習場面におけるリーダーシップを

期待 した。

また、研修をより実効性のあるものとするため、研修

参加者全員に事前準備の作業を依頼 した。職員の個別援

助計画に対する意識や態度と、その関連にある組織的な

諸問題について、予め現状認識を得て、課題の発見に導

くため、研修参加者に対 し事前に質問用紙を配布 し、研

修参加時に自己記入による回答を複写 して提出するよう

求めた。原本は、研修時のグループ別討議の際に本人が

用い、研修参加者が互いの意見を交換する際の材料とし

て用いた。

以下は、研修の事前準備として行われた問いかけに対

する回答結果を報告するものである。この報告は、今後、

介護サービスの領域で、個別の援助実践と組織的構造 0

過程の双方のレベルにおける変化を生み出していくため

に、アクションリサーチ3を企画 し提案する理由として

活用することを意図 して作成 している。

2.質問項目

1)個別援助計画の評価項目

個別援助計画の作成に関するデイサービス職員の態度

や意見を知るために、 9項目にわたって尋ねた。 この 9

項目は、渡部律子「事例のまとめのチェックポイントJ4

2

を参考に、個別援助計画の作成を評価する枠組みとして、

筆者が改めて作成 しなおしたものである(表 1)。

以上のような 9つ の質問項目に照 らし、各々の事業所

で作成されている個別援助計画について検討 してもらい、

研修参加者自身による評価を自由に記述するよう求めた。

2)個別援助計画の作成に及ぼす組織的諸要素

個別援助計画は、サービス利用契約者の問題のアセス

メントに基づいた援助方針であり、関わるスタッフのケ

アカンファレンスなど意見調整を経て、本人や家族に対

する説明と承諾を踏まえた上で作成される。そこでは、

利用者が単に「援助 してもらうJと いうだけではなく、

「本人のもてる力を引き出す」ことが援助方針に盛 り込

まれる必要がある。それを可能とするのは、援助者の対

人関係の技術に加え、援助者自身のおかれた状況、すな

わち、自らが所属 している施設・機関について組織的理

解があることである。自らが働 く施設・機関の組織的理

解は、職務上で果たすべき課題の分析や問題解決に役立

ち、ひいては利用者に対するサービスの質の向上にもつ

ながる。 ここでは、デイサービス職員に対 して、自己の

職務と組織の機能との関係を尋ねる質問を行うため、渡

辺律子の「組織を理解するための質問項目Jを参考に質

表 1 個別援助計画の評価項目

①
利用者の症状や障害の程度に関わ らず、本質的

問題が何か明らかにされていますか。

②
利用者自身は何を望んでいるのかが明 らかにさ

れていますか。

③
援助者側の推測でなく利用者の事実に関する情

報がきちんと面接によって収集されていますか。

④
利用者の確認や承認を経た援助計画 となってい

ますか。

⑤
援助者の独断や自分の価値観で相手を判断 して

いないですか。

⑥
援助計画がアセスメントに即 した内容 となって

いますか。

⑦
自分の職務に対応 した個別援助計画 となってい

ますか。

③
目標が達成されたのかどうか評価されています

か 。

⑨
利用者がもてる力を発揮できるような援助者側

の情報の提供・説明がされていますか。



表 2 組織に関する評価項目

①

雇用組織は、あなたが職務を果たす上で、 |‐分

に機能 していますか。

もししていなければ、どのような点でですか。

②
あなたの所属する雇用組織で、管理職 はどの ぐ

らい第一線職員の仕事を理解 していますか。

③
あなたが職場で出会 う問題の解決に際 して、明

確な指示を出してくれる人がいますか。

④

あなたの職場では全てのメンバーが意思決定に

協同して参加 していますか。 それともただ一人

が中心的に担っていますか。 そのことは仕事ヘ

どういう影響を与えていますか。

⑤

あなたの職場では、定期的に利用者の事例を検

討 し、個別援助計画におけるアセスメント、援

助の方針、援助の実際などの適切さを判断 し、

問題があればその解決の手助けを して くれるよ

うな「教育的・管理的・支持的」機能を果たすスー

パーバイザー(上級指導者)が いますか。

問項目を改めて作成 したものを用いた(表 2)5。

以上のような 5つ の質問項日に照 らし検討してもらい、

研修参加者自身による評価を自由に記述するよう求めた。

3.対象

在宅の虚弱高齢者に対 し通所介護を提供するXttH市

32町 7村 における84カ 所のデイサービス事業者の職員を

対象としている。2000年 10月 に実施されたX県デイサー

ビス現任研修の参加者101人中81人 か ら事前に配布 した

質問用紙を回収 した(回収率80%)。 ただし、回答者のう

ち、雇用機関のデイサービス事業所で個別援助計画を実

際に「実施 している」のは605%(49人 )、 「実施 してい

ない」は136%(11人 )、 無回答は259%(21人 )で あった。

①回答者の年齢  22歳からから60歳 までの範囲で、

20歳以上30歳未満444%(36人 )、 30歳以上40歳未満

235%(19人 )、 40歳以上50歳未満173%(14人 )、 50歳

以上60歳未満99%(8人 )、 60歳以上12%(1人 )、 不

明37%(3人 )、 平均年齢34歳であった。

②性別  男性407%(33人 )、 女性568%(46人 )、 不

明25%(2人 )。

③現在の仕事の勤続年数  1年 未満185%(15人 )、

1年以上 3年未満22.2%(18人 )、 3年以上 5年未満

210%(17人 )、 5年以 117年未満136%(11人 )、 7年
以上 9年未満86%(7人 )、 9年以上11年未満62%
(5人 )、 11年以 1125%(2人 )、 不明74%(6人 )。

④職種  介護職員593%(48人 )、 生活相談員29.6%

(24人 )、 看護婦37%(3人 )、 管理者2.5%(2人 )、 栄

養 if1 2%(1人 )、 不明37%(3人 )。

⑤取得資格  全体のなかで介護福祉±42.0%(34人 )、

ホームヘルパー 2級 173%(14人 )、 社会福祉±6.2%

(5人 )、 看護婦 0準看護婦37%(3人 )、 社会福祉主

事・ その他111%(9人 )、 無資格者 160%(13人 )、 不

明37%(3人 )で あった。 これ以外に介護支援専門員

の有資格者は全体の103%(8人 )で あった。

Ⅲ 結果 と考察

1.個別援助計画の評価項目

各々の質問項目に対する自由記述回答率は、最 も低 く

て321%、 最 も高 くて407%で あった。以下、 自由記述

回答の内容について調べた結果について述べる。

①「問題の明確化」について  介護保険導入後は、

利用者の情報収集が介護支援専門員を経由し介護サー

ビス事業者に下ろされる結果、デイサービス職員の職

務において個別援助計画の作成は後手になっている。

実際に利用者がデイサービス利用を開始 し継続するな

かで、デイサービス職員による再アセスメントが行わ

れる所 もあるが、そうした再アセスメントの機会をも

たないまま、介護支援専門員のアセスメントに全面的

に委ねたままでいる場合もみられる。

サービス利用者の問題を明確化 した上で個別援助計

画を立て、記録として管理 し、実践に活かすというシ

ステムが事業組織内で確立 しておらず、デイサービス

の一日の業務と個別援助計画とが関連づけられること

なく、デスクワークとしての書類作成が新たに付け加

わったが、手につかないという実態がみられた。

②「利用者の希望」について  どんな援助を展開 し

ているか、第二者がみても明確にわかるように記述さ

れている記録が残されていない。記録に関する管理指

導の不徹底だけでなく、その必要性に対する職員の認

識不足 もある。

援助者の態度は、要介護高齢者に向いているという

よりは「家族や周囲の希望」を重視する傾向がみられ

た。痴呆のある利用者の自律性について言及する回答

記述の内容は皆無であった。「実行する自律性」を失っ

た者の「決定する自律性Jへの配慮や、「委譲 された

自律性」をいかに取 り扱うべきかについて方針を示す

記述 もみられなかった6。

③「情報の収集」について  母体組織の介護支援専

門員が利用される場合はその情報に依拠 し、そうでな

い他施設 。他機関の介護支援専門員が利用される場合



には、デイサービス職員による直接の情報収集が行わ

れる傾向がみられた。多職種による多面的な情報収集

が行われる一方、個別援助計画作成において高齢者の

自律性支援を具体化するために、収集された情報をど

のように援助実践に統合 していくかを示す具体的な記

述はみられなかった。

援助者がありのままのクライエントに向き合 ってそ

の希望に添って援助方針を構築 しているというよりは、

介護保険制度の仕組みや事業者組織の運営方針に沿っ

て、その枠組みに当てはめてそれに適 う仕方でサービ

スを提供 している。

④「利用者の確認や承認」について  全体として、

利用者本人の確認や承認を経た個別援助計画となって

いる事業所は少ない。個別援助計画について本人への

説明さえ行っていない所 もみられ、契約による利用と

はいえ、家族の意見聴取と確認印によって形式的に、

要介護高齢者の承諾を得たものとみなす事業所が少な

くない。

クライエント0ニ ーズと結び付いた契約関係を取り

結ぶ過程において、要介護高齢者の自律性支援をめぐ

り、援助者の具体的配慮を記述 した内容等 もみられな

かった。

⑤「援助者の独断や価値観による判断」について

援助者の独断や価値観で相手を判断 しているかどうか

について、援助者側が自らの判断を対象化 し、「半1断

していることがあるかもしれない」と洞察や内省を得

ていることが示される場合と、判断の客観性の根拠が

示されないまま、だだ「判断していない」とそのまま

回答する場合とが対照的にみられた。

介護者側の価値体系が優位のまま個
"1援

助計画が進

められる傾向が否定できない現実のなかで、「 その人

に3ゝ さわしい自律`性」への配慮となっているかどうか

のチェック機能は示されないままである。

職員相互の意見交換により単独の判断を回避 し、カ

ンファレンスを通 じ多職種からの意見交換や調整を行

うなかで介護の方針を決定するという傾向は一般的に

みられるが、個別の利用者との契約関係を通 じて、サー

ビス組織に対 して利用者の代弁や仲介を担う役割など

について触れる記述はみられなかった。

⑥「アセスメン トに即 しているか」について  個別

援助計画がアセスメントに即 した内容になっていない、

あるいはアセスメントに即 した内容とすることができ

ない組織的状況が指摘される。アセスメントそのもの

の不備や、職種や個々人の観点の相違によってアセス

メントと個別援助計画が連動 しない場合もみられる。

アセスメントに基づ く介入とならない実践の問題や、

多職種チームによる連携の問題、また実践やチームの

連携を支える組織のバ ンクアツプ体制の不備が考えら

れる。

⑦「自己の職務との対応」について  介護報酬に見

合 う事業という経営の観点が組織の管理・運営に導入

されたことで、処遇職員の配置は厳しさを増している。

職種にかかわらず、職員すべてが介護業務に配置され、

介護報酬‖0運営基準に照 らし断片化された介護サービ

スの提供に従事する傾向がある。相談援助に関する機

能は収入のない採算性のとれない部門とみなされ、

「全体としての人」を援助する視点が不在の部分化さ

れた介護サービスの提供のなかで、職員の機能不全が

生 じている。

③「目標達成の評価」について  高齢者の自律性支

援について、日標が達成されたかどうかの評価を行っ

ているところは少ない。評価をしていく必要があると

いう認識はあるが、実際に、見直 しがなされていると

ころは皆無に近かった。職員の意見交換による評価は

なされても、その内容を記録 し管理するところまでに

は至っていない、つまり、組織として援助内容につい

て評価を行 うシステムが整えられていない。

⑨「利用者の自律支援に向けた情報の提供・説明」について

身体的・精神的自立性の低 ドがみられる高齢者の場

合、家族との情報交換が援助方針の拠り所となってい

る。虚弱な高齢者と家族は利用者として一括りにされ

ているが、その関係にある諸問題について介入すると

ころまでは認識として至っていない。

①から⑨までは、相互に関連 しあう事柄として考えら

れる。個別援助計画iと いう、一つの記録を書 くための時

間の不足は、職員の人員配置や雇用形態、介護報酬・運

営基準と連動する事業組織の構造的問題にもつながって

いると考えられる。次に、個別援助計画の作成に影響の

ある組織的諸要素について、記述がなされた内容につい

て調べる。



2.個別援助計画の作成に及ぼす組織的諸要素

表 3自 由 記 述 回 答 の 内 容 に つ い て

①

雇用組織は、あなたが職務を果たす Lで、十分に機能

していますか。

「機能 している」 346%
「機能 していないJ321%
「無回答・不明」 333%

②

あなたの所属する雇用組織で、管理職 はどの ぐらい第

一線職員の仕事を理解 していますか。

「よく理解 しているJ   346%
「半分 くらい理解 している」136%
「理解 していない」   259%
「無回答・不明」     259%

③

あなたが職場で出会う問題の解決に際して、 (明確な)

指示を出してくれる人がいますか。

「いる」   815%
「いないJ   136%
「無回答・不明」 49%

④

あなたの職場では全てのメンバーが意思決定に協同 じ

て参加 していますか。それともただ一人が中心的に担っ

ていますか。そのことは仕事へどういう影響を与えて

いますか。

「職員全員(主 に常勤)に よる話 し合い」593%
「一人が決める」          74%
「複数が役割分担」         111%
「全員と一人の強い意見の両方」   62%
「話あいの不足」          49%
「その他」             37%
「無回答・不明J           74%

⑤

個別援助計画におけるアセスメント、援助の方針、援

助の実際などの適切さを判断 し、問題があればその解

決の手助けをしてくれるような「教育的・管理的・支持

的J機能を果たすスーパーバイザー(L級指導者)が い

ますか。

「いるJ    321%
「いない」   556%
「無回答・不明J123%

「組織に関する評価項目Jに対する自由記述回答のおお

まかな整理を表 3に 示 した。

①「職務遂行における組織機能」について

高齢者の自律性支援にかかわる援助職員の、自己の職

務について感 じる機能不全感は、組織間関係及び組織内

関係の連携や、母体組織や地域における資源の有無とい

うものが、関係 している。例えば、以下の内容があげら

れている。

・ 兼務による多忙。

0介護支援専門員との連携が悪い。

・ 職員同士の情報交換が不 |‐分。

・ 事業者間の連携が悪い。

・ 資源不足によって需要に応 じられない。

・ 医療機関との連携が難 しい。

組織全体をみわたして職務遂行をすることのできる職

員が不足 し、管理職や介護支援専門員へ過度の依存・依

頼がみられる。第一線職員の自律的判断が求められる場

合にも、それが十分に発揮されにくい組織環境がある。

②「管理職による第一線職員の仕事に対する理解」につ

いて

上司は、多い順に、施設長、管理者・ センター長、生

活指導員・相談員、事務局長・次長、介護支援専門員、

介護職員、看護婦が挙げられている。「指示を出す人」

は、必ず しも、問題解決につながる指示を出す者とは認

識されていない。むしろ、現場に混乱をもたらす指示 も

あると指摘されている。また、実際に「指示を出す人」

はいると回答されても、それが「教育的・管理的・支持的」

機能を果たすスーパーバイザー(上級指導者)で あるとは

必ず しも考えられていないことが示された。

管理職による第一線職員の仕事に対する理解について

は、「全 く理解されていない」から「すべて理解 されて

いるJま で回答に幅がみられた。その判断基準にあるの

は、現場に対する理解であった。介護保険が導入されて

以降、利益の確保を図るために合理化・ 効率化が組織の

優先課題とされ、人件費の圧縮、必要な物品購入の抑制、

施設設備の改善の先延ばし等があげられるが、その一方

で、受け入れ利用者の確保や重度利用者の受け入れ増が



組織からの要請としてあげられ、第一線職員の疲弊・ 緊

張感は否応なしに高められていることが示された。利用

者についての理解や自律性支援は、単純に数値に置き換

えることのできない質的な事柄であるにもかかわらず、

組織からは「数字での結果を求められ」、事業評価のあ

り方に職員の戸惑いも示されている。現場に対する理解・

関心の乏 しい町出向職員による管理運営の下、第一線職

員の抑圧された組織の実態もみられる。

③「意思決定のあり方」について

職員間での情報の共有化を図り、共通理解を得るレベ

ルには達 しても、そこから積極的改善に向けた方向性は

打ち出しにくい状況がみられる。困難にしている事情に

は、常勤 0非常勤の就業形態、少人数による勤務割 り振

り等による意思疎通の難 しさがある。協同による意思決

定であるが、利用者本位とならず、援助者側の意見が優

先されてしまうことの問題 も指摘される。 リーダーシッ

プがうまく機能 しないと、グループ・ メンバーの士気の

低下につながり、全員参加による意思決定ということが、

責任の分担ということではなく、責任の所在の曖味化を

もたらし、職務の明確な目標に向けての行動が打ち出さ

れにくい状況がつくられる。

Ⅳ .ま とめ

デイサービス職員の個別援助計画の作成に対する態度

には、雇用組織における管理職との意思疎通、組織の経

営・運営方針、介護政策の影響が少なからずみられる。

地域における経営基盤の安定的確保と事業運営の効率化

を図ろうとする管理者と、高齢者の自律性支援を目標に

介護需要に応えようとする現場の第一線職員との間に意

見の乖離や葛藤も存在する。

組織の要請と利用者への個別的対応の間で、閉じたシ

ステムのうちに現状維持で埋没するのか、クライエント・

ニーズに答えるために、葛藤のある組織的状況において

も緊張関係を保ちつつ現状改革をめざし開いたシステム

として介護需要に応えていこうとするのか、介護サービ

ス事業者組織の主体性が問われている。

個別援助計画の作成には情報収集と連携が必要とされ

るが、連携を支える組織のバ、ックアップ体制の不備によっ

て、職員の機能不全感が生 じている。 これには、多職種

チームによる連携のあり方、第一線職員と管理職との指

示・命令系統を含めた意思疎通の良 し悪 し、組織間関係

及び組織内関係の連携、母体組織や地域における資源の

有無が関係 していると考えられる。

高齢者の自律性支援をめぐっては、職員単独での半1断
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を避け、職員相互の意見交換を重視する傾向がある。他

方で、援助実Il■ に関する記録や管理が軽視された業務シ

ステムや組織構造の問題が存在する。高齢者本人抜きの

個別援助計画や、家族の承諾を形式的に確認するだけの

契約等、自立性が低下 していく高齢者の自律性支援にか

かわる援助者としての倫理的緊張感の希薄さがみられる。

個別援助計画の作成は、サービス利用者の問題のアセ

スメントに基づいた援助方針であり、それに関わる職員

がカンファレンスなどの意見調整を経て、本人や家族に

対する説明と承諾を踏まえた上で作成されるものである。

そこでは、利用者が単に介護サービスを受けるというこ

とだけでなく、本人のもてる能力や自律性を引き出し、

それが援助方針に盛 り込まれることが大切である。それ

を可能とするのは、援助者の組織的・ 臨床的知識や技術

に加え、自らが果たすべき職責を踏まえた自律的判断と

いえるが、組織の中で第一線職員の権限は非常に限定さ

れたものである。

移動介助、排泄介助、食事介助、入浴介助といった断

片的な介護サービスのチェック作業に留まらない、高齢

者の自律性支援をねらいとする個別援助計画としていく

ため、介護の脈絡に必要不可欠な社会福祉援助実践の働

きを、職員が明確な職務として担い、機能することがで

きるための介護報酬 0運営基準としていく改革 も必要で

ある。

本稿は、デイサービスの個別援助計画を作成する第一

線職員の援助実践と、それに関連する組織的構造・脈絡

に対する職員の気付きを報告 したものである。質の高い

サービスを実現するために、現任研修を通 じ、第一線職

員のエンパワーメントを図り、組織におけるパワー・ バ

ランスの変化を促すことが喫緊の課題であることを確認

し、今後の実践研究につなげていきたいと考える。
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本研究は、デイサービスにおける個別援助計画の作成に関連 して、介護サービス事業者組織の構造・ 機
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For empowerment through personnel training

OKITA Kayoko

This research should encourage the personnel's consciousness towards the con-

text of the structure and the function of a care-services enterprise organization,

in connection with an i.ndividua-l assistance plan for day care service, and it shows

the necessity of empowerment to produce change at the scene.

The aim of this research is, to empower the personnel at the forefront through

the staff development program, giving consideration to the changes in the organi-

zation's balance of power, and to aid the action plan and its circulation of evalua-

tion research, for the personnel engaged in care to tackle their job activeiy.




